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「令和８年度SNSを活用した愛媛県立病院看護師魅力発信事業企画運営業務」 

委託仕様書 

 

１ 事業名 

  令和８年度SNSを活用した愛媛県立病院看護師魅力発信事業企画運営業務 

 

２ 目的 

県立病院において安定的な経営と地域住民への質の高い医療の提供を継続してい

くためには、看護師の確保が極めて重要な課題となっている。このため、県立病院

では、看護師魅力発信プロジェクトチーム「ええやん、県立。」を組成し、看護師

自らが主体的に県立病院の魅力を広く発信し、将来の看護人材に訴求する取組を進

めている。 

本事業は、こうした取組を円滑かつ効果的に推進するために、専門的な知見を有

する事業者を活用し、SNS 発信に係る企画・制作・分析等の支援を受けることで、

看護師主体の魅力発信を強化し、看護師確保施策を推進することを目的とする。 

 

３ 事業費（委託料） 

  ７，９６０千円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

 

４ 契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月31日まで 

 

５ 事業内容 

本業務の受託者は、以下項目を踏まえて業務を遂行すること。ただし、具体的

な実施内容については、提案のあった内容を基に委託者と協議の上、決定するも

のとする。以下の項目以外であっても、業務目的を遂行するにあたり、より効果

的な成果を得るための提案や支援は、これを妨げない。 

（１）プロジェクトチームのメンバーを対象とした会議の運営 

県立病院の魅力発信に係る企画立案を目的として、プロジェクトチームのメン

バー（看護師）を対象とした会議を年３回程度実施・運営すること。 

ア プロジェクトチームメンバーである看護師が、自らの視点で県立病院の魅

力を発信するための企画を主体的に検討できるよう、自由闊達かつ率直な意

見交換が可能となる環境づくりを行うこと。 

イ 現場の実情や本音に基づいた意見を引き出すため、心理的安全性の確保や

関係性構築に配慮したファシリテーションを行うこと。 

（２）SNSコンテンツ（Instagram・Tiktok）の企画及び制作 

主に看護学生をターゲットとして、県立病院の魅力を効果的に発信するために、

ショート動画や画像コンテンツの企画・制作を行うこと。 

ア 各SNSのアルゴリズム特性及びユーザー行動を踏まえ、視聴者の興味・関
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心に訴えるコンテンツを作成すること。 

イ コンテンツの企画及び制作に当たっては、プロジェクトチームメンバーを

対象とした会議において抽出された看護師の意見や実体験、価値観等を踏ま

え、それらを適切に集約・反映した上で、看護師の等身大の姿が伝わる内容

とすること。 

（３）SNS運用方針の設計及び改善提案 

SNSを活用した魅力発信の効果を最大化するため、運用方針の設計及び改善提

案を行うこと。 

（４）進行管理 

本業務を計画的かつ円滑に実施するために、委託者と随時調整を行いながら、

臨機応変に進行管理を行うこと。 

（５）その他事項 

 ア 現場である看護師の業務負担に配慮した撮影・運用とすること。 

 イ 医療機関としての倫理・個人情報保護に十分留意すること。 

 ウ 県立病院のブランドイメージを損なわない内容とすること。 

 

６ 事業計画書及び実績報告書の提出 

(１) 受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書を基に、具体的

な業務内容について委託者と協議の上、委託契約書に定める「事業計画書」を

作成して提出すること。 

(２) 委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し、委託者の完

了検査を受けること。 

(３) 委託者は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について

調査し、又は報告を求めることができる。 

(４) 委託者は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、

受託者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内に

おいて仕様の変更に応じること。 

 

７ 再委託の可否 

  業務の再委託を行う場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びそ

の体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し、委託者の承諾を得ること。 

 

８ 成果の帰属及び秘密保持 

(１) 成果の帰属 

   本業務で得られた成果は、原則として、委託者に帰属する。 

(２) 秘密保持 

① 本業務に関し、受託者から委託者に提出された計画書等は、本業務以外の目

的で使用しない。 

② 業務に関し、受託者が委託者から受領又は閲覧した資料等は、委託者の了解
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なく公表又は使用してはならない。 

③ 受託者は、本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 

 

９ その他 

（１）業務の実施にあたっては、愛媛県公営企業管理局と十分な協議を重ねながら

実施し、進捗状況を適宜報告すること。 

（２）この業務仕様書に定めのない事項については、必要に応じて愛媛県公営企業

管理局と協議の上処理するものとする。 

（３）受託者は、愛媛県情報セキュリティポリシー及び愛媛県ソーシャルメディア

利用ガイドラインを遵守すること。 


